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再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の決定について 
 

本日、再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る経済産業省告示が発出され、平

成２６年５月分から平成２７年４月分の電気料金に適用となる再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金単価が決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

【再生可能エネルギー発電促進賦課金単価】 

 

 新 現行 

適 用 月 分 平成２６年５月分 

～平成２７年４月分

平成２５年５月分 

～平成２６年４月分

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 ０．７５円／ｋＷｈ（税込） ０．３５円／ｋＷｈ（税込）

 

なお、これに伴う平成２６年５月分の従量電灯の平均的なモデルの電気料金は以

下のとおりです。 

 

【従量電灯の平均的なモデル※１への影響】 

           （単位：円／月） 

※１ 従量電灯の平均的なモデルの電気料金は、契約電流３０Ａ、使用電力量２８０ｋＷｈで計算。消費税等相当
額を含みます。 

※２ 平成２６年５月分の燃料費調整単価は平成２６年５月分適用単価（１．９３円／ｋＷｈ）、平成２６年４月
分は平成２６年４月分適用単価（１．６９円／ｋＷｈ）にて算定しております。（平成２６年３月２８日お
知らせ済み） 

※３ 平成２６年５月分の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は平成２６年５月分適用単価（０．７５円／ｋ
Ｗｈ）、平成２６年４月分は平成２６年４月分適用単価（０．３５円／ｋＷｈ）にて算定しております。 

※４ 平成２６年５月分の太陽光発電促進付加金単価は平成２６年５月分適用単価（０．０５円／ｋＷｈ）、平成
２６年４月分は平成２６年４月分適用単価（０．０４円／ｋＷｈ）にて算定しております。 

   なお、太陽光発電促進付加金のご負担は、平成２６年９月分をもって終了いたします。 
以 上 

 平成２６年５月分 
（ 消 費 税 率 ８ ％ ） 

平成２６年４月分 
（ 消 費 税 率 ５ ％ ） 

  ４月分との差額 

電 気 料 金 ７，９０４ ７，５２３ ３８１ 

（基本料金+電力量料金） （７，１４０） （６，９４１） （１９９） 

（燃料費調整額※２） （５４０） （４７３） （６７） 

（再生可能エネルギー発電促進賦課金※３） （２１０） （９８） （１１２） 

再 

掲 

（太陽光発電促進付加金※４） （１４） （１１） （３） 


